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原
則
と
し
て
、税
金
の
申
告
を
す
る
際

に
、本
人
ま
た
は
扶
養
親
族
が
障
害
者
控

除
を
受
け
る
に
は
身
体
障
害
者
手
帳
、療

育
手
帳
ま
た
は
精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
人
で
も
、身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
が

あ
る
六
十
五
歳
以
上
の
人
は
、市
か
ら「
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の
交
付
を
受

け
て
い
れ
ば
、税
金
の
申
告
を
す
る
際
に
、

認
定
書
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、障
害

者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、こ
の
認
定
証
は
税
金
の
控
除
の

み
の
適
用
に
な
り
ま
す
の
で
、非
課
税
の

人
は
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
認

定
証
の
交
付
申
請
を
す
る
際
は
事
前
に
市

高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
課（
福
間
庁
舎
）ま
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

市
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
課（
福

間
庁
舎
）に「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申

請
書
」、「
診
断
書（
老
年
者
の
所
得
税
等

の
障
害
者
控
除
用
）」を
提
出
　

※「
診
断
書（
老
年
者
の
所
得
税
等
の
障
害

者
控
除
用
）」は
、医
療
機
関
で
医
師
が
記

入
す
る
も
の
で
す（
有
料
の
場
合
が
多
い

よ
う
で
す
）。
障
害
者
手
帳
を
所
有
し
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ
る
公
共
交
通

機
関
の
割
引
な
ど
は
、こ
の
認
定
証
で
は

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

受
付
、問
い
合
わ
せ

市
高
齢
者
サ
ー
ビ

ス
課
介
護
保
険
係（
福
間
庁
舎
）
☎
４

３
・
８
１
９
１

確
定
申
告
の
問
い
合
わ
せ

市
税
務
課
市

民
税
係（
福
間
庁
舎
）
☎
４
３
・
８
１
１
７

障
害
者
手
帳
の
問
い
合
わ
せ

市
福
祉
課

（
福
間
庁
舎
）

☎
４
３
・
８
１
８
９

65
歳
以
上
の
人
の
障
害
者
控
除

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
く
て
も
、確

定
申
告
、市
県
民
税
の
申
告
の
際
に
、障
害

者
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一
月
一
日
か
ら
、日
本
年
金
機
構
法
お

よ
び
日
本
年
金
機
構
法
の
施
行
期
日
を
定

め
る
政
令
に
基
づ
き
、社
会
保
険
庁
は
廃

止
さ
れ
、新
た
に「
日
本
年
金
機
構
」が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

日
本
年
金
機
構
は
、国（
厚
生
労
働
大

臣
）か
ら
委
任
・
委
託
を
受
け
、公
的
年
金

に
係
る
一
連
の
運
営
業
務（
適
用
・
徴
収
・

記
録
管
理
・
相
談
・
裁
定
・
給
付
な
ど
）を
担

う
非
公
務
員
型
の
公
法
人
で
す
。

こ
れ
ま
で
社
会
保
険
庁
が
担
っ
て
い
た

公
的
年
金
の
運
営
業
務
を
日
本
年
金
機
構

が
引
き
継
い
で
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、公
的
年
金
制
度
は
国
の
制
度
と

し
て
、そ
の
財
政
や
運
営
に
国（
厚
生
労
働

省
）が
責
任
を
持
つ
こ
と
は
こ
れ
ま
で
と

変
わ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、日
本
年
金
機
構
の
設
立
に
伴
い
、

社
会
保
険
事
務
所
か
ら「
年
金
事
務
所
」に

名
称
が
変
わ
り
ま
す
が
、年
金
相
談
や
手

続
き
な
ど
の
窓
口
と
し
て
引
き
続
き
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。現
在
の
社
会
保

険
事
務
所
の
建
物
を
そ
の
ま
ま
使
い
ま
す

の
で
、所
在
地
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、こ
れ
ま
で
社
会
保
険
庁
や
社
会

保
険
事
務
所
の
名
義
で
発
行
さ
れ
て
い
た

関
係
書
類
は
、内
容
に
よ
り
、今
後
は
厚
生

労
働
省
ま
た
は
日
本
年
金
機
構
の
名
義
で

発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。こ
れ
に

伴
っ
て
何
ら
か
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、東
福
岡
年
金
事
務
所（
☎
０

９
２
・
６
５
１
・
７
１
２
９
）に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。　
　

「共働」を支えるチカラ

～ファシリテーション～

会議改革プロジェクト

高齢者サービス課
（福間庁舎）
☎４３・８１９１

●市民課（福間庁舎）  ☎４３・８１２７

福津市民の窓口

福津市市民課から福津市市民課から福津市市民課から

年金・介護

皆さんは、「ファシリテーション」という言葉を
ご存じですか？今回は市役所内部で行っている会
議の改革の取り組みについてお知らせします。

ファシリテーションとは
「ファシリテーション」とは、直訳すると「促進

する」「円滑にする」という意味で、人々の活動が
容易に行えるよう支援し、問題解決やアイデア創
造、合意形成などがうまく運ぶようにかじ取りする
ことです。そして、会議の場では、その役割を担う
人がファシリテーター（進行役）と呼ばれていま
す。ファシリテーターは、司会者でも先生でもあり
ません。中立的な立場で、進め方を意識しながら、
会議の参加者一人一人をつなぎ、力を引き出し、思
いをまとめ、優れた合意形成や問題解決を生み出す
のを助ける役目です。

行政組織の目標像
市総合計画前文では、目指すべき行政組織の目標

像の一つに「自由な意見交換、議論ができ、やさし
さとコミュニケーション能力を持つ集団」を掲げて
います。この目指す組織像を実現していくために
は、議論の場である会議を有効なものにすることか
らです。

ファシリテーション研修とファシリテーター
養成研修

今年度は、課長以上の管理職を対象とした、ファシ
リテーションについて学ぶ「所属長ファシリテーショ
ン研修」と、職員を対象とした、実践に結び付ける
「ファシリテーター養成研修」を実施しています。

第22回

現在まで５０人以上の職員が受講しました。
具体的には、会議の目的の確認・情報整理・雰囲

気づくりという「準備」の技能や、話す・聴くのコ
ミュニケーションの基本「対話」、思いを書きだす
「板書」、意見を引き出したり、議論をかみ合わせ
たりするための「問う」、まとめるための「要約」
などの技能を学びました。

「共働」は「ストーリーづくり」
市では、市民、地域、事業者、行政など、市にか

かわるさまざまな人や団体との共働によるまちづく
りを進めています。

「共働」は物語でいう起承転結の転にあたりま
す。情報を「共有」し、お互いの思いを知り、そこ
から「共感」が生まれ、それが行動となって、「共
働」での取り組みになり、共にまちをつくっていく
ことへつながっていくからです。よりよいコミュニ
ケーションを図り、問題点や課題を整理し、議論し
て解決策を見出そうとする「会議」は、よりよいま
ちづくりを進める過程の一つである「共働」には欠
かせないものです。その「会議」を支えるチカラと
なるファシリテーション能力を身に付け、「自由な
意見交換、議論ができ、やさしさとコミュニケーシ
ョン能力を持つ集団」を目指します。

「日本年金機構」がスタートしました!

▲年金手帳や年金証書はそのままお使いください

▲職員研修の様子
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